
名古屋地本！コロナウイルスで２回目の申し入れ

企業の体面より社員の感染予防を！！
新型コロナウイルスによる事態は日々深刻さを増しています。今後、患者数が爆発的

に増加すると報道もされています。名古屋地本は本部と連携を取りながら「新型コロナウ

イルスによる肺炎対策」を会社に求めてきました。マスク着用は慫慂から指示に変わりま

した。しかし専門家はマスクのみでは感染は防げないと言っています。

一方、国は「屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが、

感染のリスクを高める」また、「風邪のような症状がある場合、学校や仕事を休み、外出を

控え、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染の拡大防止につながる行動にご協力を」と

伝えています。

このような経緯を踏まえ、地本は２月２６日「新型コロナウイルス感染防止に関する緊急

追加」申し入れを行いました。

成果が大事ではない！！！！！組合員が、ＪＲで働く者が、

全ての人が「新型コロナウイルス」に感染しない

ために、何ができるかが問われているのだ！！
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１．車掌の車内改札を中止。駅では旅客と一定距離を保てる状態での接客。

２．客室・乗務員室のハンドル・手すり・つり革・座席等の消毒

３．会議の招集、現場での勉強会、ＯＮＥＳＴＥＰ活動を控える

新型コロナウイルスが収束するまで会社主催のイベント等は延期。

４．内勤者こそマスクを着用し咳エチケットを実行すること。

５．点呼時の乗務員と点呼執行者はマスクを着用すること。

６．社員の出勤時の体温測定。

７．「新型コロナウイルス」関連で休んだ時の勤務認証

内容抜粋


